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労
農
露
固
に
於
け
る
幣
制

攻
革
問
題
(
二
・
完
)

谷

口

ー辛子

日

主差

豆

同
立
銀
行
券

ω後
行

過
渡
的
車
位
を
採
用
せ
ん
ご
す
る
第
由
民
政
府
の
意
思

が
、
具
鵠
的
の
形
を
採
っ

τ現
れ
h

は
も
の
は
却
も
一
九

二
二
年
十
月
十
一
日
の
布
告
に
依
る
国
立
銀
行
券
チ
エ

ル
ヲ
ヰ
ッ
ヅ
で
あ
る
。
此
の
布
告
に
依
っ
て
国
立
銀
行

は
、
新
な
る
車
位
金
チ
エ
ル
戸
ヲ
ヰ
y

ヅ
|
|
の
銀

行
券
を
脇
田
行

L
、
一
チ
ェ
戸
ヲ
ヰ
ッ
ツ
を
以
っ
て
一

O
金

貨
ル
ー
ブ
ル
に
相
賞
す
る
も
の
ご
な
し
た
。
品
川
換
準
備

の
二
五

μ
は
、
賞
金
属
及
び
確
寅
な
る
外
国
通
貨
北
引
く

は
其
の
鴬
替
子
形
た
る
を
要

t
、
其
の
七
五
M

刊
は
誇
券

類
を
以
っ
て
充
つ
る
こ

Z
、
な
っ
て
居
る
が
、
併
し
今

一
層
良
好
な
朕
態
に
達
す
る
ま
で
は
、

A
m
換
は
一
時
中

止
さ
れ
て
照
た
。
此
は
貿
易
が
甚
だ

L
く
逝
調
を
示
せ

る
露
闘
の
現
献
に
ゐ
つ
て
は
、
巳
h
u
を
得
ぬ
こ
ご
で
あ

ら
う
c

何
Z
な
れ
ば
若
し
も
か
、
る
朕
態
の
下
に
究
換

雑

持
農
館
闘
に
於
け
る
幣
制
改
革
問
題

手記

を
許
す
な
ら
ば
、
銀
行
は
必
や
其
の
殆
換
準
備
を
枯
掲

せ
L
む
〈
く
、
主
一
の
斜
め
総
て
の
計
警
は
水
泡
に
自
問
す

る
で
あ
ら
う
か
ら
。

チ
ェ
ル
ヲ
ネ
ツ
ツ
努
の
最
初
の
後
行
は
、
一
九
二
二

年
の
十
一
月
に
行
は
れ
、
英
以
後
の
俊
行
数
は
閥
立
銀

行
の
後
券
部
か
ら
出
す
報
告
に
依
っ
て
毎
月
一
日
及
び

十
六
日
に
公
示
さ
れ
て
居
る
o

向
ほ
チ
ェ
ル
ヲ
ヰ
ッ
ク

券
の
サ
ヲ

Z
1
ト
紙
幣
に
劃
す
る
相
場
及
び
露
岡
市
場

に
現
る
、
主
要
な
る
外
岡
市
出
貨
に
劃
す
る
相
場
も
毎
日

公
表
さ
れ
て
居
る
。
今
岡
立
銀
行
俊
券
部
の
報
告
に
従

っ
て
、
創
始
以
来
蹴
一
年
を
経
過
し
た
一
九
二
三
年
十

一
月
一
日
の
数
字
を
左
に
示
す
。

設

産

の

部

一

負

債

白

部

一
、
金
風
準
備
(
チ
エ
ル
ヲ
ネ
ツ
ツ
=
(
チ
エ
ル
ヲ
ホ
ツ
ヲ
)

A

鵠

及

び

告

さ

き

一

言

-
i

一
、
時
間
脚
俳

B
銀
賞
及
び
銀
宝
・
免
干
二
一
一
、
遊
行
偉
力

地

金

」

(

未

設

行

)

二
、
井
岡
担
行
雰
囲

.
8「
A
M
D
干
二

三

、

外

問

手

形

同

2
4宝・'一

四
、
ナ
品
川
ヲ
ネ
ッ
三
一

ア
割
引
手
形

i

主
夫
、
一
六
三

五
、
荷
岱
替
手
順
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五
点
A
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2

合
計
-
五
バ
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口
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口
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2
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雑

録

勢
農
露
間
に
於
け
る
幣
柑
改
草
問
題

日
記
に
由
h
て
見
れ
ば
令
準
備
及
び
準
金
準
備
は
、
肱
官

券
負
債
額

ω
五
O
M刊
に
蓬
L
、
法
定
率
を
透
か
に
超
過

し
て
居
る
。

ι、
れ
仁
も
拘
ら
守
、
今
や
露
闘
の
令
融
界

及
び
事
業
界
に
於
て
は
、
チ

Z
U
F
7
ヰ
ッ
ヅ
品
分
の
地
位

は
明
か
に
或
穏
の
陰
影
を
投
じ
っ
、
あ
っ

T
、
其
の
婚

家
は
必
中
仁
も
楽
観
す
べ
き
で
な
い
。
元
来
チ
ェ
戸
ヲ

キ
ッ
ツ
券
を
サ
ク
エ

1
ト
ル

1
プ

w
z相
並
ん
で
流
通

せ
し
め
た
の
は
、
之
に
依
つ

T
在
来
の
週
貨
を
駆
逐
し

よ
う
さ
す
る
の
で
は
な
〈
、
低
落
し
た
U
F
1
プ
ル
で
は

遂
行
で
き
な
い
γ

機
能
を
な
さ

L
む
る
こ
己
に
依
っ
て
、

在
来
の
通
貨
を
補
助
せ
し
め
る
に
あ
っ
た
o

従
っ
て
サ

均

ノ

』

1
ト
ケ
ー
プ
Y

も
備
は
主
要
な
る
交
換
媒
介
物
、
己

し
て
残
存
す
ぺ
〈
、
チ
ェ
戸
ヲ
ヰ
ヲ
ヅ
券
は
、
車
に
投

資
及
び
貯
蓄
の
場
合
に
於
け
る
困
問
値
の
標
準
物
言
な
る

べ
き
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
F

ヲ
ヰ
ッ
ツ
券
の
品
現
行
が
尚
問
ほ

少
額
に
止
ま
っ
た
初
期
の
時
代
に
あ
っ

τは
、
議
想
通

h
J
の
効
果
を
見
た
。
新
券
は
賞
際
の
流
活
界
に
は
殆
ん

刊
と
並
(
の
姿
を
見
吉
中
、
大
部
分
は
銀
行
及
び
大
事
業
家

の
手
中
に
止
ま
っ

τ、
手
許
現
金
の
投
資
及
び
相
互
間

の
精
算
用
Z
し
て
貯
へ
ら
れ
、
若
〈
は
使
用
せ
ら
れ
た

第
十
九
巻

(
第
二
挽
二
五
六
)

。
四

の
で
あ
る
c

然

ι
に
後
に
至
っ
て
、
此
の
叫
川
越
は
極
め

て
重
要
な
る
縫
化
を
戒
に
す
・
』
ご
、
な
っ
た
。

六

チ
ェ
ル
ヲ
ヰ
ッ
ツ
品
質
の
培
後

新
券
テ
z
y

ヲ
ヰ
ッ
ツ
の
品
川
換
準
備
は
、
既
に
遁
お

る
が
如
〈
七
五

μ
ま
で
は
骨
片
品
廿
手
形
及
び
荷
潟
替
手
形

を
以
っ
て
充
つ
る
こ

Z
を
得
る
が
、
普
通
の
獄
践
の
下

に
、
且
定
住
す
の
資
産
が
短
期
の
手
形
で
あ
る
場
合
に
は
、

其
は
党
換
準
備
ご
し
て
適
嘗
で
あ
り
、
従
つ
工
新
券
の

債
値
は
下
落
し
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
ら
、
を
報
一
媒

介
物
の
供
給
を
伸
縮
自
在
な
ら
し
め
ん
た
め
に
商
業
手

形
を
主
要
な
資
産

Z
L
て
所
有
す
る
後
券
制
度
に
あ
っ

て
は
、
其
の
舵
貫
性
は
、
か
、
っ
て
生
産
及
び
交
換
の

機
械
的
作
用
が
固
滑
に
行
は
る
、
か
否
か
に
あ
る
。
ご

こ
ろ
が
現
在
の
露
闘
に
あ
っ
て
は
、
此
の
傑
件
は
会
〈

備
つ

τ屑
な
い
。
共
産
主
義
の
要
素
さ
資
本
主
義
の
要

素
子
ぜ
結
合
L
て
居
る
た
め
に
、
経
済
組
織
内
に
於
け

る
衝
突
Z
狼
費
を
苑
れ
な
い
v

現
在
の
露
岡
仁
於
て
は
、

伸
縮
自
在
の
後
行
原
則
は
、
チ
ェ
ル
ヲ
ネ
ッ
ツ
券
の
健

寅
吉
勝
来
じ
古
っ
て
、
極
め
て
危
険
で
ゐ
る
こ
芭
が
判



っ
た
。一

九
二
二
年
の
春
以
来
、
露
闘
の
商
工
業
は
、
新
経

済
政
策
の
採
用
に
よ
っ

τ
一
時
は
活
気
を
呈
し
党
が
、

そ
の
後
は
慢
性
の
不
最
気
に
綱
さ
れ
て
、
銀
行
信
用
に

よ
る
滞
貨
の
背
負
ひ
込
み
に
苦
し
み
、
後
に
は
東
方
の

市
場
に
其
の
販
路
を
求
め
っ
、
ゐ
っ
た
o

此
の
不
景
気

の
原
因
は
種
々
あ
る
が
、
士
(
の
主
要
な
も
の
は
、
生
産

費
が
極
の
て
高
僚
に
つ
い
て
属
品
ニ
正
、
、
市
場
の
購

買
カ
が
減
退
し
た
こ
吉
、
に
あ
る
。
生
産
量
が
極
め
て

減
少
さ
れ
て
居
る
に
拘
ら
子
、
恐
慌
は
盆
I
悪
化
し
つ

つ
あ
っ
て
、
叫
芳
農
会
報
は
之
に
閲
す
る
記
事
で
充
3
れ

て
居
る
。
国
立
銀
行
は
商
工
業
者
に
勤
し
て
、
直
接
に

か
、
又
は
他
の
銀
行
を
通
C
て
か
、
信
用
方
使
を
提
供

す
ぺ
き
義
務
を
認
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
か
、
る
場
合

に
は
必
然
に
彼
等
の
困
難
脅
救
済
す
ぺ
〈
要
求
壮
ら

れ
、
生
(
の
結
果
古
し
で
過
度
の
手
形
を
割
引
し
、
又
は

貸
附
に
底
せ
ね
ば
な
ら
ね
。
然
る
に
手
形
は
期
限
の
到

来
ご
共
に
更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
守
、
荷
潟
替
手
形
は
不

責
商
品
に
間
着
し
て
居
る
か
ら
、
銀
行
券
は
一
度
流
通

界
に
流
れ
出
た
ら
最
後
、
再
び
銀
行
に
凶
牧
き
れ
な
い

現主

地
百
陸
路
凶
に
於
付
る
幣
制
改
革
問
題

錐

の
は
常
然
で
ゐ
る
。
此
貼
に
於

τ開
立
銀
行
の
地
位
は

一
一
府
困
難
で
ゐ
っ
て
、
貸
附
金
の
七

C
M刊
は
工
業
に
投

壱
ら
れ
、
回
投
の
比
較
的
容
易
な
商
業
貸
附
は
、
僅
仁

九
係
に
過
ぎ
な
い
。

此
の
如
き
信
用
膨
脹
の
結
果
Z
し
て
、
チ
ェ

Y

ヲ
キ

ッ
ツ
券
の
洗
通
高
は
、
漸
次
其
の
数
量
を
加
へ
、
一
九

二
三
年
-
月
一
日
の
二
九
五
、
五

O
O
か
ら
、
同
年
十
月

一
日
に
は
ニ
一
、
向
。
三
、

0
0
0
に
増
加
し
J
同
年
八

月
に
於
り
る
其
の
線
煩
額
は
、
サ
ヲ
エ

1
ト
戸

1
プ
M
F

の
積
額
を
超
過
す
る
こ
ご
二

O
%
に
達
し
た
か
ら
、
今

日
で
は
確
か
に
某
の
二
倍
以
上
に
達
し
て
居
る
で
あ
ら

，フ。

七

チェ
Y

ヲ
ヰ
ヴ
ツ
券
の
慣
値

此
の
如
き
状
態
獲
一
化
|
|
新
券
の
増
資
1
1
の
結
果

ご
し
て
、
新
券
は
今
日
で
は
未
H
h

露
国
の
唯
一
の
通
貨

で
も
な
く
、
又
遠
隔
地
方
に
は
備
は
行
き
豆
つ
て
は
居

ら
ぬ
り
れ

E
も
、
而
も
献
す
農
公
報
の
所
報
に
依
れ
ば
、

急
速
に
流
通
の
範
闘
を
策
大
し
う
、
あ
っ
て
、
其
の
結

果
在
来
の

Y
1
プ
戸
を
駆
逐
せ
ん
ど
す
る
勢
に
あ
る
こ

部
寸
九
券

(
第
二
披
一
五
七
)

C 
E 

筆者註、 Jt後四新聞紙。報遣に依れば i一二月末日現在。費行高は 28.000.000

に主主 Lて居る。
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努

農

露

闘

に

於

け

る

僻

制

改

革

問

題

(

第

二

競

ご
は
明
か
で
あ
る
o
a
最
初
の
趣
旨
で
あ
っ
た
様
に
、
領
て
政
府
の
務
算
不
足
が
総
て
此
ω
F
l
プ
作
に
依
っ
て

値
の
標
準
及
び
投
資
の
方
便
ざ
し
て
の
み
働
き
、
交
換
遺
h
繰
り
せ
ら
る
、
か
ら
で
あ
る
。
若
し
も

F
l
，y
片

の
媒
介
物
さ
し
て
働
か
せ
な
い
た
め
に
は
、
最
早
徐
り
一
が
流
通
界
か
ら
葬
ら
れ
て
、
チ
エ

U
Y

ヲ
ヰ
ァ
ツ
が
共
の

に
多

f
の
新
幹
骨
が
流
布
さ
れ
党
。
之
を
澄
明
す
る
事
寅
一
地
位
に
代
っ
た
な
ら
ば
、
政
府
の
遣
り
繰
り
は
こ
の
新

ご
L
て
、
此
の
年
の
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
に
、
一
昨
分
に
依
っ
て
行
は
る
べ
く
、
其
の
避
く
べ
か
ら

5
る
結

内
岡
市
場
仁
於
り
る
チ
ェ
ル
ヲ
ヰ
ツ
ヅ
の
購
買
力
は
、
一
巣
ご
し
て
、
後
券
の
膨
脹
ご
之
に
件
ふ
痕
値
の
下
落
己

四
-
川
判
も
低
下
し
た
で
は
な
い
か
。
尤
も
外
図
遇
措
貝
に
一
が
必
然
に
起
り
来
る
で
あ
ら
う
。

相
到
す
る
骨
川
替
率
は
、
維
持
3
れ
で
は
居
る
が
、
併
し
劃
一
会
抑
制
に
依
っ
て
考
ふ
る
に
、
労
農
賞
路
者
も
亦
問
題

外
取
引
額
は
極
め
て
少
量
で
あ
る
か
ら
、
匁
替
率
を
維
一
の
極
め
て
重
要
な
る
を
知
っ
て
.
着
々
努
力
L
っ
、
ぁ

持
す
る
一
】
ご
は
比
較
的
容
易
で
あ
ら
う
o

一
る
様
に
見
ね
る
c

図
立
銀
行
は
芙
の
地
位
を
改
善
せ
ん

此
の
如
〈
新
券
チ
Z

U

F

ヲ
ヰ
ッ
ツ
が
流
通
界
に
浸
入
一
さ
の
児
地
か
ら
、
否
チ
z
b
y

ヲ
不
ヴ
ツ
を
救
済
す
る
の

し
て
来

τ・
在
帝
京
の
ル

1
プ
U
F

祇
幣
を
脅
威
す
る
傾
向
一
意
味
か
ら
、
其
の
貸
附
を
ば
商
業
に
限
定
L
っ
、
ゐ
る
。

は
、
橋
め

τ忠
ふ
べ
き
現
象
で
あ
る
o

何
ご
な
れ
ば
、
一
自
ら
緩
行
す
る
新
幹
付
を
ば
、

F
l
f
片
同
様
に
低
落
せ

Y
1
プ

K
F現
在
主
要
な
る
交
換
媒
介
物
己
じ
て
有
す
一
し
む
べ
き
か
、
勝
又
生
産
に
劃
す
る
金
融
を
拒
絶
す
る

る
地
位
を
失
は
じ
め
る

-
-
Z
は
、
結
局
に
於
て
、
新
な
一
こ

r
に
よ
っ
て
、
工
業
界
に
一
大
打
撃
を
奥
ム
ペ
き

る
車
位
の
彼
壌
を
将
来
す
る
所
以
で
ゐ
b
、
従
つ

τヲ
一
か
、
二
者
何
れ
を
鐸
む
べ
き
か
の
岐
路
に
至
ワ

τ、
岡

エ
ル
ヲ
ヰ
ヴ
ツ
を
其
の
礎
石
ご
す
べ
き
通
貨
政
策
の
計
一
立
銀
行
は
敢
然
さ
し
て
後
者
を
選
様

L
た
。
↑
般
に
言

査
は
、
英
の
た
め
に
総
て
水
泊
に
蹄
す
る
で
あ
ら
う
か
一
ふ
時
は
如
何
な
る
後
券
銀
行
も
後
者
を
捧
h
u

べ
き
で
あ

ら
o

蓋
L
現
在
に
於
て
チ
ェ
ル
ヲ
ヰ
ッ
?
の
有
す
る
健
っ
て
、
其
は
何
等
同
罪
一
定
す
る
に
足
ら
な
い
け
れ

E
も、

賓
性
は
、
サ
ク
エ

1
ト
ル
ー
ブ
ル
が
之
ご
併
存
し
て
居
而
も
露
国
の
場
合
に
於
て
、
何
れ
が
便
宜
で
あ
ら
う
か

雑:

録

一
五
八
)

第
T
九
容

C 
"-r、

同上、耳、後の報道に依れほ、ザウエート旬紙幣は世主主腐止されて、今年四月

日迄に全部回牧さるべき布告(三月七日附)が出た様である。

3) 



は
極
め

τ疑
は
し
い
。
強
制
的
に
品
川
換
を
牧
縮
す
る
こ

芭
に
依
っ
て
、
或
は
叉
重
大
な
犠
牲
を
供
し

t
之
を
牧

綜
す
る
こ
ご
に
依
つ

τ、
チ
エ
戸
ヲ
ネ
ッ
ヅ
の
下
落
を

防
向
、
こ
ご
が
出
来
、
ぞ
れ
が
賂
来
の
健
買
な
通
貨
制
度

の
基
礎
正
な
り
得
る
な
ら
ば
、
此
の
政
策
は
無
論
正
賞

な
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
然
し
乍
ら
少
〈
=
も
現
在
の

獄
態
の
下
に
於

τ
は
、
か
、
る
犠
牲
の
結
果
は
、
精
ー

の
所
、
チ
L

U

F

ヲ
キ
ッ
ク
に
謝
す
る
一
時
札
執
行
猶
珠

を
奥
ふ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
何
ご

な
れ
ば
、
チ
ェ
ル
ヲ
ヰ
ッ
ツ
の
運
命
は
、
露
園
現
在
の

経
梼
制
度
に
基
く
所
の
一
暦
根
本
的
な
原
因
に
よ
っ
て

決
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
っ
て
、
車
な
る
銀
行
政
策
の
範

固
で
は
、
之
を
如
何
ご
も
す
る
こ
ご
が
出
来
な
い
様
に

恩
は
れ
る
か
ら
。
是
等
の
原
因
が
取
り
除
か
れ
な
い
以

上
は
、
匝
々
た
る
貨
幣
単
位
を
以
っ
て
し
て
は
、
其
れ

が
如
何
に
健
賞
な
も
の
で
あ
ら
う
ご
も
、
結
局
に
於
て

債
値
低
落
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
o

八
、
財
政
獄
態
ぜ
幣
制
改
革

通
貨
制
度
の
改
革
を
脅
か
し
っ
、
あ
る
恐
慌
は
、
噛
聞

雑
録
捗
農
露
圃
に
於
け
る
幣
制
改
革
問
題

算
扶
態
に
直
接
の
関
係
争
」
有
す
る
。
珠
算
を
緊
縮
せ
ん

ご
す
る
政
府
蛍
路
者
の
努
力
を
裏
切
っ
て
、
一
歳
入
の
不

足
は
殆
ん
ど
常
態
芭
な
h'
、
紙
幣
の
増
授
に
依
っ
て
之

を
補
充
し
っ
、
あ
る
。
一
九
一
一
二
年
一
月
よ
h
九
月
に

至
る
前
期
預
算
に
於
て
は
、
歳
λ
不
足
は
五

O
M刊
以
上

に
上
司
り
二
力
二
二
1

|
二
三
年
度
の
財
政
仁
一
於
て
は
、

歳
入
五
億
三
千
八
百
高
金
憶
に
謝
L
、
歳
出
は
十
二
億

四
千
高
金
留
に
達
し
た
。
此

ω如
く
し
て
阪
に
通
ぶ
る

が
如
く
通
貨
の
膨
脹
を
惹
き
起
し
っ
、
あ
る
。

勢
農
政
府
は
今
や
大
規
模
の
下
仁
積
ー
な
る
形
式
を

以
っ
て
会
債
を
起
す
こ
ご
に
依
り
通
貨
を
牧
縮
せ
ん
三

し
っ
、
ゐ
る
。
極
め
て
最
近
に
は
又
、
富
畿
会
僚
に
劃

す
る
臨
応
募
を
増
加
せ
し
む
る
た
め
に
、
強
制
募
集
の
原

則
を
採
用
L
た
o

併
し
乍
ら
、
現
在
の
露
闘
の
朕
態
の

下
に
於

τ、
通
貨
政
紛
の

h
法
己
し
て
、
公
債
に
操
る

の
方
策
は
果
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
頗

る
疑
は
し
い
o

商
工
業
者
は
概
端
に
資
金
に
窮
し

τ居

る
際
で
ゐ
る
か
ら
、
起
債
は
通
貨
を
牧
縮
す
る
よ
り
は

却
っ
て
之
を
膨
隠
せ
ー
な
る
傾
向
を
有
す
る
で
あ
ら

う
o

の
み
な
ら
中
一
公
債
な
る
も
の
は
、
政
府
の
一
時
的

(
第
三
耕
一
五
九
)

第
十
九
巻

O 
E 



雑

鋒

努
豊
露
闘
に
於
げ
る
融
市
制
改
革
問
題

な
財
政
困
難
を
繍
縫
ず
る
に
有
放
で
は
め
る
が
、
本
来

一
の
姑
息
手
段
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
経
隣
及

び
金
融
制
度
の
甚
に

L
き
素
乱
に
劃
す
る
救
済
策
で
は

な
〈
、
是
等
を
改
善
す
る
よ
b
は
却
っ
て
悪
化
せ
し
む

一
る
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
題
の
原
因
を
深
〈
探
る
こ
己
な
〈
、
其
の
皮
相
を

捕
へ
て
焦
慮
す
る
ニ
ご
は
、
明
か
に
無
獲
で
あ
る
。
而

も
北
(
の
原
岡
た
る
や
、
大
に
獲
し
て
初
め
て
知
ら
る
、

程
の
も
の
で
は
な
い
。
試
み
に
勢
農
政
府
の
諜
算
を
採

っ
て
少
し
〈
研
究
す
る
な
ら
ば
、
歳
入
不
足
の
由
っ
て

家
毛
主
要
な
原
因
が
、
何
回
路
に
潜
在
す
る
か
を
伽
hJ
得

る
で
あ
ら
う
。
暗
部
算
面
に
表
は
る
、
負
抽
出
の
一
う
は
、

国
有
産
業
で
あ
る
。
最
近
の
財
政
年
度
ー
ー
一
九
一
一
一
一

年
十
月
よ
h
一
九
二
三
年
九
司
に
至
る
|

i
に
於
て
、

固
有
産
業
に
劃
し
て
直
接
政
府
よ
り
支
出
[
た
る
補
助

金
は
、
園
立
銀
行
よ
り
の
貸
附
金
を
別
に

L
て
、
一
億

四
千
乃
至
一
億
五
千
金
留
で
あ
っ
て
、
歳
出
金
額
の
約

一
一
一
%
に
賞
る
G

此
外
に
岡
有
運
輸
業
に
劃
し
1
約
一

億
を
支
出
す
る
か
ら
、
園
有
の
生
産
及
淫
職
業
に
封
L

て
は
、
是
等
が
勝
目
別
主
義
の
下
仁
笹
ま
れ
て
居
る
に
拘

第
十
九
岱

(
第
二
親

一
六

O
)

ら
争
、
術
ほ
一
ヶ
年
約
二
偲
四
五
千
金
留
(
約
二
O
%
)

の
負
携
営
負
ふ
も
の
で
あ
る
o

要
す
る
に
融
市
制
改
革
の

先
決
問
題
た
る
財
政
上
の
敏
陥
を
抜
本
的
に
救
治
す
る

た
め
に
は
、
先
づ
第
一
仁
、
固
有
産
業
を
忍
企
業
に
移

し
て
閥
庫
の
負
擦
を
煙
滅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
根
本

的
政
策
が
成
就
さ
れ
グ
る
以
上
、
異
の
幣
制
改
革
は
、

之
を
望
む
「
』
ご
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
c
e

。
ノ、

筆者註、共俊り報道に依れは、ヲエルヲネツツ芳以後更に新なる紙幣が費行せ

ら匹、又新制度に依る銀貨銅賞等も沈掴 Lワミある様である。(大阪毎日新聞三

月宜目、八日、十四日歩間)

4) 


